
ますます進む労働強化
ダイヤ改正は誰のため！

多くの問題、要求は一部改善されるものの大多数は解

決されず 私たちは食事・睡眠時間の確保、連続乗務・！

！拘束時間の改善、旅客サービスの向上を強く主張
１月２５日、名古屋地本は会社提案２８年春のダイヤ改正について各職場の行路の問題

点を申し入れた申第６号の業務委員会を開催しました。以下、会社回答と主なやりとりで

す。

【会社回答】

１．共 通 項 目
１．出発点呼を簡素化して時間を短縮すること。

（回答）そのような考えはない。

２．一日平均の労働時間は、７時間とすること。

（回答）そのような考えはない。

３．一行路の拘束時間は、日勤行路９時間、泊行路２２時間以内とし、泊行路の明け

は１０時までとすること。

（回答）そのような考えはない。

４．９時前の出勤行路は止めること。

（回答）そのような考えはない。

５．食事時間は、朝は７時～９時、昼は１１時～１３時、夜は１７時～１９時の間で

１時間以上連続して確保すること。

（回答）そのような考えはない。

６．睡眠時間は、実質６時間以上確保すること。

（回答）そのような考えはない。

７．訓練の待ち時間は１時間以内とし超える部分は超勤とすること。

（回答）そのような考えはない。
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８．午後の訓練指定を止めること。

（回答）そのような考えはない。

９．翌日の勤務が前泊となる場合は訓練指定をやめること。

（回答）そのような考えはない。

．列車の折り返し時間は、１０分以上確保すること。10
（回答）必要な時間を確保している。

．分割・併合作業は、１０分以上確保すること。11
（回答）必要な時間を確保している。

．８両編成の出区点検時間は１５分以上確保すること。12
（回答）必要な時間を確保している。

．到着から乗り継ぎの移動時間として順方向５分以上確保すること。13
（回答）必要な時間を確保している。

．連続乗務は２時間以内とすること。14
（回答）そのような考えはない。

．停止位置不良を無くす為に両数標の簡素化をすること。15
（回答）そのような考えはない。

．更新用地上子を増設しＡＴＳ要注意停目を無くされたい。16
（回答）適宜適切に対応している。

．線区、種別により両数の統一を図ること。17
（回答）そのような考えはない。

．駅での分割・併合作業をなくすこと。18
（回答）そのような考えはない。

．日勤行路は各組に一本とすること。19
（回答）そのような考えはない。

．ダイヤ改正資料に行路毎の労働時間、労働外時間の詳細を明示すること。20
（回答）そのような考えはない。

．休憩時間の自由使用を保障すること。21
（回答）そのような考えはない。

．飯田線、中央線の車両は寒冷地でも耐えうる車両とすること。22
（回答）適宜適切に対応している。

．快速「みえ号」を全て４両とすること。23
（回答）お客様のご利用状況を踏まえ必要両数を決定している。

．各行路ごとの出勤時間・退出時間・労働時間の一覧表を全員に配布すること。24
（回答）前回同様、配布する予定である。

．ダイヤ改正の提案に休日行路も提案すること。25
（回答）そのような考えはない。

．ダイヤ改正提案に対する検討、要求提出期間を１０日以上確保すること。26
（回答）必要な時間は確保している。



２．職 場 別 要 求
名古屋運輸区 運転士

１．ＥＣ１組の日勤２本を午後出勤行路と持ち替え日勤行路を１本にすること。

（回答）提案のとおりとする。

２．ＥＣ２組には日勤がないのでＥＣ１の日勤行路と持ち替えること。

（回答）提案のとおりとする。

３．ＥＣ１組の５０３２Ｍと５０３１Ｍのサンライズ１本を他の組みに移動すること

（回答）提案のとおりとする。

４．次の行路は夕食時間が少ないので改善すること。

Ｂ１１・Ｂ３３

（回答）提案のとおりとする。

５．Ｂ１２ 拘束時間が長すぎるので前泊行路をならないように３１５Ｆ～３１２Ｆを

削除すること。

（回答）提案のとおりとする。

６．Ｂ１３ ２３２４Ｆ～２３１９Ｆ長過ぎ昼食が取れないことと大垣での折り返し時

間が長いので２３１９Ｆ豊橋の折り返しの見直し又は名古屋で段落ちし昼食時間を

確保すること。

（回答）提案のとおりとする。

７．Ｂ１４ 出勤時間が早く、大垣で無駄に長い時間が空いている。２４５Ｆ前または

後の行路を見直すこと。

（回答）提案のとおりとする。

８．Ｂ１５ 拘束時間が長過ぎる。最後の２１０２Ｆ～２１２５Ｆ又は、回２Ｍ～６Ｍ

を削除すること。

（回答）提案のとおりとする。

９．Ｂ１７ ２５２５Ｆ～１５３Ｆ途中の時間が少なく、ほぼ連続した乗務と言える。大

垣での２３４２Ｆ出区後併合作業を削除して乗継とすること。

（回答）提案のとおりとする。

10．Ｂ１８ ３５１Ｆ～３６３Ｆの連続乗務を改善すること。

（回答）提案のとおりとする。

11．Ｂ３１ 出勤時間が早すぎる、１０時以降と見直すこと。

（回答）提案のとおりとする。

12．Ｂ３４ 明けでの桑名一往復ワンマン削除の見直しをすること。

（回答）提案のとおりとする。

13．Ｂ４６ １３０７Ｇ～１３１４Ｍ ２時間３０分連続乗務の解消と折り返し５分で

の１３１４Ｍ ２両編成で大変混雑するので編成両数を見直すこと。

（回答）提案のとおりとする。

14．Ｂ５１ 回６９１Ｆ～回６８０Ｆ熱田駅での居場所がない乗務員詰所の新設するこ

と。

（回答）現行の駅休憩室を利用する。



15．Ｂ５１ 寝るためだけに便３７１Ｆ～便回４００Ｆで大府、名古屋の往復は無駄

である。大府駅に休養室を確保して休養できるようにすること。

（回答）提案のとおりとする。

名古屋運輸区 車掌

１．Ｃ１０３Ｗ 便２１３１Ｆを便２３４９Ｆとすること。

（回答）提案のとおりとする。

２．Ｃ１０５Ｗ １２１Ｆはサンライズのアケで２時間１８分の連続乗務は集中力が落

ちるので見直すこと。

（回答）提案のとおりとする。

３．Ｃ１０７Ｗ ９９４Ｍ本乗務は折り返し５分のためＣ２２７Ｗ行路９９４Ｍ便乗と

持ち替えること。

（回答）提案のとおりとする。

４．Ｃ１１１Ｗ １２８Ｆ～１４６Ｆの待機時間が４時間あるため出場遅延防止のため

見直すこと。

（回答）修正の方向で検討する。

５．Ｃ１１３Ｗ ２５０１Ｆ～２５０４Ｆまでの岐阜の折り返し時間が５分であるため

見直すこと。

（回答）提案のとおりとする。

６．Ｃ１１３Ｗ 訓練指定（１０：４４）をやめること。

（回答）提案のとおりとする。

７．Ｃ１１４ＷＦ ３０Ｄ～２８５２Ｆの待機時間が２時間７分あるため出場遅延防止

のため見直すこと。

（回答）提案のとおりとする。

８．Ｃ１１７ＷＦ ２５０５Ｆ～２５１２ＦをＣ２３５Ｗ行路の２５０５Ｆの後行路に

見直すこと。

（回答）提案のとおりとする。

９．Ｃ１１８Ｗ ２３４８Ｆ～２３４３Ｆ豊橋の折り返し４分を見直すこと。

（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ２２１Ｗ 夕食時間（１８：１７～１８：４３、１９：５５～２０：２５）を見10
直すこと。

（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ２２２ＷＦ ２５２１Ｆ～６３７Ｍの待機時間が２時間３６分あるため出場遅延11
防止のため見直すこと。

（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ２２４Ｗ ２８０９Ｆ～便回６１４Ｆの名古屋の折り返し時間が３分では朝の通12
勤帯であり列車遅延につながるので見直すこと。

（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ２２４Ｗ 訓練指定（１０：２６）をやめること。13
（回答）提案のとおりとする。



．Ｃ２２６Ｗ 訓練指定（１０：３４）をやめること。14
（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ２３２Ｗ ２１０３Ｆ～２５０８Ｆの大垣の折り返し時間５分を見直すこと。15
（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ２３３Ｗ ３３７Ｆ～１４８Ｆの待機時間が３時間１分あるため出場遅延防止の16
ため見直すこと。

（回答）修正の方向で検討する。

．Ｃ２３６Ｗ 訓練指定（１０：４８）をやめこと。17
（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ２４２Ｗ 訓練指定（１０：２２）をやめこと。18
（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ２４３Ｗ 昼食時間の３６分（１２：２８～１３：０４）を見直すこと。19
（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ２４４Ｗ ２５０２Ｆ～２５０７Ｆの大府の折り返し時間４分を見直すこと。20
（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ２５１Ｗ ２８５８Ｆ～２８６３Ｆ～１６７１Ｆ～３７６Ｆの連続乗務を見直す21
こと。

（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ２５２Ｗ 昼食と夕食時間を確保すること。22
（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ２５３Ｗ 訓練指定（１０：１７）をやめること。23
（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ２５６Ｗ ７０１Ｆ～７１０Ｆまでの大垣～美濃赤坂６往復を見直すこと。24
（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ２５６Ｗ 訓練指定（１０：１６）をやめること。25
（回答）提案のとおりとする。

大垣運輸区 運転士

１.半年間も特急しらさぎ号の運転しない事が発生するため次のように組み替えること。

３組のＢ７６と４組のＢ８５を入れ替えること。

（回答）提案のとおりとする。

２.次の行路は拘束時間が２４時間を超えるので改善すること。

Ｂ５１Ｗ・Ｂ６６Ｗ・Ｂ７３Ｗ・Ｂ７７Ｗ・Ｂ８１Ｗ

（回答）提案のとおりとする。

３.次の日勤行路は拘束時間１０時間を超えるので改善すること。

Ｂ５２Ｗ(10 時間 06)・ Ｂ５５Ｗ(11 時間 11 分)・ Ｂ６２Ｗ(10 時間 06)

Ｂ６８(10 時間 55 分)

（回答）提案のとおりとする。

４．次の行路は睡眠時間が少ないので５時間以上の睡眠時間を確保すること。

Ｂ５４Ｗ・Ｂ５６Ｗ・Ｂ５７Ｗ・Ｂ６４Ｗ・Ｂ６７Ｗ・Ｂ８２・Ｂ８５Ｗ



Ｂ９１Ｗ・Ｂ９２Ｗ

（回答）提案のとおりとする。

大垣運輸区 車掌

１．次の行路は出勤時間が早いので改善すること。

（ ） （ ） （ ） （ ）Ｃ１ ９時２０分 ・Ｃ３ ９時５１分 ・Ｃ４ ９時２０分 ・Ｃ６ ９時０５分

Ｃ１２（８時０５分）・Ｃ２１（９時５０分）・Ｃ２６（８時５０分）

Ｃ３１（８時５２分）・Ｃ３７（８時４０分）

（回答）提案のとおりとする。

２．Ｃ２ ２９８４Ｆから３Ｍ名古屋駅折り返し時間９分と短いので改善すること。

（回答）提案のとおりとする。

３．Ｃ３ １５６Ｆから２３５３Ｆ豊橋駅折り返し時間２６分と短い（列車の遅れ時分

を考えて行路作成すること）３０４Ｆ～２３０３Ｆ岡崎駅折り返し時間２６分と短

いので改善すること。

（回答）提案のとおりとする。

４．Ｃ１１ ２３０６Ｆ～２５１１Ｆ豊橋駅折り返し時間５分と短いので改善すること。

（回答）提案のとおりとする。

５．Ｃ１２ １６２Ｆ～便２１２９Ｆ名古屋駅で２０分しかないので、便乗列車を１本

落とすこと。

岡崎乗泊での就寝時間が正味４時間しかないので乗務列車を１本落として作成する

こと。

（回答）提案のとおりとする。

６．Ｃ１３ 岡崎乗泊での就寝時間が４時間切るので変えること。

（回答）提案のとおりとする。

７．Ｃ１４ ２５３０Ｆ～２５３７Ｆ豊橋駅折り返し時間９分しかないので変えること。

（回答）提案のとおりとする。

８．Ｃ１５ ２５０３Ｆ～２１３Ｆ大垣駅で３５分しか待ち合わせ時間がないので１本

落として修正すること。

（回答）提案のとおりとする。

９．Ｃ１６ 名古屋駅３５１Ｆ～３５４Ｆ～３６３Ｆ名古屋駅まで３時間２１分の連続

乗務になるので改善すること。

（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ２１ ２３６２Ｆ名古屋駅～２３５１Ｆ米原駅まで３時間１１分の連続乗務とな10
ので変えること。２３６２Ｆ～２３５１Ｆ豊橋駅折り返し時間９分と短いので変え

ること。

２３０８Ｆ～２３０５Ｆ豊橋駅折り返し１７分しかないので変えること（２３０８

Ｆで米原から豊橋まで２時間１８分の乗務しているので生理現象等を考慮して）

（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ２２ 夕食時間が名古屋で４７分しかないので改善すること。11
（回答）提案のとおりとする。



．Ｃ２３ ２５４３Ｆ～２３６８Ｆ米原駅折り返し時間２５分しかないので改善する12
こと。

７３５Ｆ～７３６Ｆ美濃赤坂駅折り返し時間５分しかないので改善すること。

大垣駅便回５０３Ｆ～２７０４Ｆ豊橋駅まで２時間５２分の連続乗務なので改善す

ること。

（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ２４ ２３４４Ｆ名古屋～２３３９Ｆ大垣まで２時間３１分の連続乗務になるの13
で変えること２３４４Ｆ～２３３９Ｆ豊橋駅折り返し時間５分しかないので改善す

ること。

２３３９Ｆ～２５４７Ｆ大垣駅乗務まで２４分と短いので改善すること。

２３１０Ｆ米原～豊橋駅まで２時間１６分と乗務時間が長いので改善すること。

２３１０Ｆ～２５１３Ｆ豊橋駅乗務まで３１分と短いので改善すること

（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ２５ ２５２４Ｆ～２５３１Ｆ豊橋駅折り返し時間６分しかないので改善するこ14
と。２３４６Ｆ～２３４１Ｆ豊橋駅折り返し時間４分しかないので改善すること。

２３０４Ｆ米原～豊橋駅まで２時間０６分と乗務時間が長いので改善するこ 。

２３０４Ｆ～１１７Ｆ豊橋駅乗務まで２８分と短いので改善すること。

（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ３２ ２４７Ｆ～２４０Ｆ米原駅２９分しか折り返し時間がないので改善する15
こと。

１０１Ｆ～１１６Ｆ豊橋駅から名古屋駅まで２時間５１分の連続乗務になるので変

えること。

（回答）提案のとおりとする。

． 。16 Ｃ３３ ２３３３Ｆから大垣駅２１１０Ｆ乗務まで２６分と短いので改善すること

２１１０Ｆ～２３４７Ｆ豊橋駅１９分しか折り返し時間がないので改善すること。

２３４７Ｆ～３６４Ｆ名古屋駅乗務まで４８分と短いので改善すること

３６４Ｆ～３７１Ｆ岡崎駅折り返し時間９分しかないので改善すること。

２０７Ｆ～２００Ｆ米原駅３６分しか折り返し時間がないので改善すること。

２００Ｆ～２１１Ｆ大垣駅４分しか折り返し時間がないので改善すること。

（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ３５ 便回１０８Ｆ～１０８Ｆ豊橋まで２時間３７分の連続乗務になるので変え17
ること。

１０８Ｆ～２１１７Ｆ豊橋駅折り返し時間２６分しかないので改善すること。

（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ３６ ３１３Ｆ岡崎～米原駅まで３時間３１分の連続乗務問題になるので変える18
こと。

（回答）提案のとおりとする。

．Ｃ３７ ２１０４Ｆ～２１２１Ｆ豊橋駅折り返し時間６分しかないので改善するこ19
と。１０４Ｆ～２１１１Ｆ豊橋駅乗務まで３０分と短いので改善すること。（１０４

Ｆ大垣駅から豊橋駅まで１時間５８分と乗務してきているので考慮すること）



（回答）提案のとおりとする。

美濃太田運輸区

１．Ｃ１３ ６０７Ｄ 運転士同士での分割でも遅れが出ることがあったのに、車掌が

関わる事で遅れが増える可能性がある。分割作業は最低１０分以上確保すること。

（回答）提案のとおりとする。

２．Ｂ班では飛騨金山－高山の乗務がない。支障がでるので高山行きを入れること。

（回答）修正する方向で検討する。

３．Ｃ１５ 早出の出勤で終了時刻が２０時を超えているので見直すこと。

（回答）提案のとおりとする。

４．Ｃ１５ １７１９Ｃ（岐阜～美濃太田間改札車掌乗務）下呂方面へ旅行客が多数お

り、改札乗務があったとしても運転士への負担が増えるので改善すること。

（回答）提案のとおりとする。

神領運輸区

１． 以下の行路は仮眠時間が５時間以下で、起きてから長時間の連続乗務が発生している。

人間の生理上も安全上も非常に問題が多い。改善すること。

Ｂ６６ ４：５０～７：２１（２：３１）

Ｂ６８ ６：１８～１１：２３（５：０５）までノーペイの時間がない。

Ｂ９８ ５：１０～８：１９（３：０９）

（回答）提案のとおりとする。

２．ＡＴＳ要注意駅の地上子を増設すること。

名古屋駅臨港線（９番）中津川方にＡＴＳ－ＴＲ地上子を手前に１０両標を新設す

ること。

大曽根下り１番線にＡＴＳ－ＴＲ地上子を新設しその手前に１０両標を新設するこ

と。

春日井駅中線上り方にＡＴＳ－ＴＲ地上子を新設しその手前に１０両標を新設する

こと。

（回答）適宜適切に対応している。

３．停止位置不良防止のため停止目標を整理すること。

鶴舞上りは４両標を廃止し８両標を新設すること。

釜戸上りの１０両標を○標、春日井駅上りの１２両標を○標に変更すること。

千種駅上りの特６，特１０を撤去すること。

（回答）適宜適切に対応している。

４．名古屋駅から名古屋車両区への徒歩時間が少ないので、踏切の遮断などで出発点呼

に間に合わないときは携帯電話で連絡することとなっているが、その意味が分から

ない。徒歩時間を５分増やすこと。

（回答）提案のとおりとする。

５．春日井駅上り、定光寺駅下り、多治見駅下り１番線で行っている運転士による乗降

確認では停車時間が３０秒では無理であるため１分にすること。



（回答）提案のとおりとする。

６．極端に短い行路時間がある。そのために一部の行路が長時間になると考える。行路

時間の平準化をすること。

（回答）提案のとおりとする。

７．Ｂ６７ 名両区泊、仮眠時間が少なくアケの勤務時間が長時間である。

６０３Ｍ出区後併合担当は、他区の担当とすること。

もしくは６１５Ｍ神領で乗継とすること。

（回答）提案のとおりとする。

８．Ｂ７３ ２７７１Ｍで中津川着入換、仮眠後１８２５Ｍ分割補助があり

仮眠時間が少なく終了時間までが長時間である。

分割補助は、１８２５Ｍ運転士か、１８２５Ｍ着車掌にすること。

（回答）提案のとおりとする。

９．以下の行路は、長時間乗務であるので改善すること。

Ｂ９７ １６５Ｍ～２６１２Ｍ（１６：３３～１９：３８）

Ｂ９８ 回７３７Ｍ～６１６Ｍ（５：３３～８：１９）

（回答）提案のとおりとする。

１０．中津川において、降雪時又は降雪が見込まれるときは、検査係を配置して対応す

ること。

（回答）必要な要員派遣は行っている。

１１．軽微な車両故障において（室内灯の球切れ等）簡素化された乗務報告書で報告す

るようにすること。

（回答）現行のとおりとする。

１２．名古屋駅７・８番、詰め所のトイレを大便用を２つに変更すること。

（回答）現状のとおりとする。

中津川運輸区

１．自車扱い駅で折り返し１０分以上確保すること。又は全車扱いとする。

Ｂ１１Ｗ １８５７Ｍ～１８５６Ｍ（南木曽７分）

Ｂ１７Ｗ １８６１Ｍ～１８６０Ｍ（坂下６分３０秒）

（回答）必要な時間は確保している。

２．Ｂ１４Ｗ 昼食、夕食時間を確保すること。

（回答）提案のとおりとする。

３．トイレ時間がないので考慮すること。

Ｂ１６Ｗ ２７５２Ｍ入換（１７：０２）～２７５２Ｍ（１７：３５発）～２７５

３Ｍ（２０：２４着）まで拘束時間が長い。２７５２Ｍ名古屋で乗継とするが、中

津川駅で入換を外し乗継とする。

（回答）提案のとおりとする。

豊橋運輸区

１．飯田線の朝夕の通勤通学時間帯の発着は旅１番を基本とされたい。旅３番名鉄線発



着時はホームが混雑して旅２番発着は危険である。

（回答）提案のとおりとする。

２．Ｂ５１ 中部天竜５５３Ｍ入換分割担当を伊那松島区担当とされたい。

（回答）提案のとおりとする。

３．Ｂ５２ ８時台出勤で到着が０時過ぎであり出勤日の業務が過酷である。緩和する

為に５７０Ｍ豊橋入区担当をＢ５４とされたい。

（回答）提案のとおりとする。

４．Ｂ５７ 明けの時間は午前中とすること。

明け日、出勤から終了まで７時間あるが休憩時間が無いので改善すること。

（回答）提案のとおりとする。

５．Ｂ６２ ５５４Ｍは本長篠以南で混雑する。特に金曜日・土曜日は混雑が激しいの

で車掌乗務とされたい。

（回答）提案のとおりとする。

６．Ｂ６４ ５４８Ｍ中部天竜での乗継を入換担当とされたい。（Ｂ５１行路の５５３Ｍ

場面の伊那松島区との持ち替え）

（回答）提案のとおりとする。

伊那松島運輸区

１．Ｂ６５ 明けの場面、労働外時間が５：３６分出勤から１５００Ｍ担当、１５０７

Ｍ担当でこの間労外が８：２６～８：２８の２分のみで食事ができないので（毎回

要求）Ｂ６５とＢ６３を下記のように修正してＢ６５、飯田での食事時間を確保す る

こと。

Ｂ６５

駒ヶ根 １５００Ｍ 天竜峡（折返し）労外無し------ ------
天竜峡 １５０５Ｍ 飯田（１５０５Ｍ入換え）-------- ---------

９：３０分２１９Ｍ乗り継ぐ

Ｂ６３

伊那松島 ５２８Ｍ 天竜峡（労外７：５１～８：２８）---- ------
天竜峡 １５０７Ｍ 飯田《着後９：３０分まで看視後乗り継ぐ》------- --------

（回答）提案のとおりとする。

伊勢運輸区

１．次の行路は睡眠時間が少なく、明け行路が遅いので改善すること。

Ｂ３２・Ｂ３３・Ｂ３６・Ｂ５１・Ｂ５６

（回答）提案のとおりとする。

２．Ｂ２３ ３４３Ｃ～回３４６Ｄは他の行路へ移動させること。

（回答）提案のとおりとする。

３．Ｂ２４ は昼食～夕食までの時間が少ないので改善すること。

（回答）提案のとおりとする。

４．Ｂ３３ ３２５Ｄ入換前併合は他の行路へ移動させること。



（回答）提案のとおりとする。

５．Ｂ３６ ３３５Ｄ入換～３４２Ｃを３３５Ｄ入換～３４４Ｄ～３２２Ｄまたは、３

３５Ｄ入換～３４２Ｃ～３２５Ｄ～便３２８Ｃとすること。

（回答）提案のとおりとする。

６．Ｂ４２ 回１９２４Ｄ入区後は他の列車乗務とすること。

（回答）提案のとおりとする。

７．Ｂ４３ 回４０１Ｄ～便９１７Ｄまで労外ない。改善すること。

（回答）提案のとおりとする。

８．Ｂ４４ 回９７０Ｄ入換～便９１７Ｄまで労外ない。改善すること。

（回答）提案のとおりとする。

９．Ｂ５１ ３００２Ｄ多気で終了とすること。

（回答）提案のとおりとする。

．Ｂ５３ ３４０Ｃ～３２５Ｄを３４０Ｃ～３２３Ｄ～３００４Ｄとすること。10
（回答）提案のとおりとする。

．Ｂ５６ ３３３Ｃ～３４４Ｄを３３３Ｃ～３４２Ｃとすること。改善できなければ11
３２２Ｄ多気終了とすること。

（回答）提案のとおりとする。

【主なやりとり】

組合：共通項目については要求がこの間、改善されないために変わらない。食事時間は何

分を目安にしているのか。

会社：行先地で一般的な時間帯に４０分程度としている。

組合：徒歩時間や乗継時間があり４０分が実質２０分になっていることもある。

会社：あくまで目安であり議事録確認を基に作成している。

組合：健康診断の問診で朝食は週の内何回取るとか、２１時以降に食事をすることがある

とかがあるが健康に良くないのではないのか。

会社：生活習慣のことである。

組合：２１時以降に夕食はいいことなのか。人間らしい食事をさせろ。

会社：食事時間を確保すれば睡眠時間が減少したり拘束時間が延びる。食事、休養時間を

考えて行路作成している。朝夕は列車が多い時間帯である。

組合：毎回、平日行路しか提案がない。ＳＨ行路がＷ行路より更に食事時間に余裕がない

ことがある。要求すら出せない。

会社：平日行路を作成してからの作業であり困難である。

組合：快速「みえ号」の４両化、社長は伊勢・志摩に力を入れていくと発表している。伊

勢車両区廃止、みえ号２両では社長の意気込みが感じられない。

会社：現段階では２両で十分である。旅客が増えたり見込まれるときは手をうつ。

組合：近鉄は余裕をもって車両運用している。先行投資も必要である。

各職場の要求

組合：名古屋運輸区運転士１５ 寝るために一往復は非効率ではないのか。

会社：女性が乗る行路であり２段ベッドならば確保できるが休養室の問題である。



組合：休養室を増設する考えはあるのか。

会社：現段階ではない。

組合：名古屋車掌４・１６ どのように修正するのか。説明に時間を要するなら後日、詳

細を知らせること。

会社：要求を受けた行先地での労外を短縮した。詳細は後日、知らせる。

組合：大垣運転士１ 半年間「しらさぎ」乗務しないのは問題である。なぜ、入れ替えら

れないのか。

会社：入れ替えると４組の労働時間が７：１５を超える。今後は名古屋運輸区との持ち替

えも考える。

組合：大垣車掌４ 豊橋折り返し５分は短すぎる。列車遅延が発生する。

会社：風規制に対応するためＡ．Ｂ．Ｃ同運用であり問題ない。

組合：問題のすり替えである。

美濃太田車掌１ 分割時間が僅少のため車掌が分割補助となったと考えるが、現車

訓練でも２両だったので実際ホロは扱っていない。現場では不安がある。

会社：現場に確認する。

組合：誘導担当は車掌なのか。

会社：美濃太田駅である。

組合：２ どのように修正するのか。

会社：Ｂ班に１７０５Ｄ・１７１８Ｄを入れた。それにより他の行路も変更となる。

組合：詳細は後日、知らせること。

神領運転士５ いいモニターも設置された。いつまで運転士に確認させるのか。

会社：議論する余地はあると考える。

組合：伊那松島運転士 代替え案を出している。なぜ、変更できないのか。

会社：必要な時間が確保できない。作成規定に抵触する。

組合：どの部分が抵触するのか後日、確認する。

伊勢運輸区運転士１１ 従来から紀伊長島泊で名古屋一往復は改善するよう求めて

いたのに更に休養時間の少ない熊野市泊で名古屋一往復は安全が保証できない。考

えられない行路である現場では混乱している。要求を見ているのか。

会社：見ているが意味が解らない部分がある。

組合：解らなければ確認すればいい。代替え案も出している。

会社：ダイ改後もいい考えがあれば、新たな要求として出していただきたい。

。 。組合：いい回答は行われなかった 見直せるものがあるならばダイ改までに改善すること

対立。

以上


